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(57)【要約】
【課題】サーカディアンリズムよりも短周期で生じてい
る体温分布の周期的変動を適切に察知して評価すること
ができ、被検者の病態の診断や病態への対応などに有効
に利用し得るデータを得ることが可能な体温測定解析装
置を提供する。
【解決手段】体温測定解析装置Ａは、被検者３の身体表
面を経時的に撮像可能なサーモグラフィ・カメラ１と、
このサーモグラフィ・カメラ１を利用した撮像により得
られた複数の熱画像のデータに基づき、被検者３のサー
カディアンリズムよりも短周期の現象としての被検者３
の体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応する
データを求める処理を実行するデータ処理手段２１と、
を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の身体表面を経時的に撮像可能なサーモグラフィ・カメラと、
　このサーモグラフィ・カメラを利用した撮像により得られた複数の熱画像のデータに基
づき、前記被検者のサーカディアンリズムよりも短周期の現象としての前記被検者の体温
分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータを求める処理を実行するデータ処
理手段と、
　を備えていることを特徴とする、体温測定解析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の体温測定解析装置であって、
　前記体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータを、視覚的または聴覚
的に認識可能とする報知手段を、さらに備えている、体温測定解析装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の体温測定解析装置であって、
　前記データ処理手段は、前記体温分布の周期的変動として、前記各熱画像の所定範囲の
データのうち、画素最多温度の周期的変動、画素数が所定以上である画素多数温度の幅の
周期的変動、分布重心温度の周期的変動、最高温度領域の位置、サイズ、もしくは形状の
周期的変動、または前記被検者の身体の異なる部分の温度の相対関係の周期的変動を検出
するように構成されている、体温測定解析装置。
【請求項４】
　サーモグラフィ・カメラを利用して被検者の身体表面を経時的に撮像することにより得
られた複数の熱画像のデータに基づき、前記被検者のサーカディアンリズムよりも短周期
の現象としての前記被検者の体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータ
を求めるためのデータ分析方法であって、
　前記各熱画像の所定範囲のデータを、温度と画素数との関係を示すデータにヒストグラ
ム化するステップと、
　前記ヒストグラム化されたデータを時系列で配列することにより、画素最多温度の周期
的変動、もしくは画素数が所定以上である画素多数温度の幅の周期的変動の周波数または
これに対応するデータを求めるステップと、
　を有していることを特徴とする、データ分析方法。
【請求項５】
　サーモグラフィ・カメラを利用して被検者の身体表面を経時的に撮像することにより得
られた複数の熱画像のデータに基づき、前記被検者のサーカディアンリズムよりも短周期
の現象としての前記被検者の体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータ
を求めるためのデータ分析方法であって、
　前記各熱画像の所定範囲のデータにおける分布重心温度、または最高温度領域の位置、
サイズ、もしくは形状を特定し、かつその周期的変動の周波数またはこれに対応するデー
タを求めるステップを、
　有していることを特徴とする、データ分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーモグラフィを利用し、新生児やその他の被検者の体温分布の変動を定量
的に解析する体温測定解析装置、およびデータ分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人の生体リズムとして、サーカディアンリズム（Circadian rhythm：「概日リズム」と
もいう。）がある。サーカディアンリズムは、約２４時間周期で変動する生理現象であっ
て、時計遺伝子の発現により調節がなされ、遺伝子の転写、発現フィードバックの分子的
な調節がなされており、とくに脳視交叉上核が全身のリズム中枢として働いている。サー
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カディアンリズムの具体例として、体温や覚醒睡眠リズム、ホルモン産生リズムなどがあ
り、様々な病態に関連して、その障害と反応性上気道疾患や心筋梗塞との関連性が認めら
れている。また近年、サーカディアンリズム障害と注意欠陥・多動性障害の関連も報告さ
れており、サーカディアンリズムは中枢神経系の発達に大きく関与していると考えられる
。
【０００３】
　従来において、前記したようなサーカディアンリズムを観察するための手段として、た
とえば特許文献１に記載の手段がある。
　同文献に記載の手段においては、被検者の体幹部などの特定箇所の皮膚温度の経時的変
化のデータを取得し、かつこのデータの変化をコサイン曲線モデル、および修正コサイン
曲線モデルを利用して解析している。前記したデータの曲線は、約２４時間を１周期とす
る波形であり、このコサイン曲線の波形（周期や振幅など）の情報に基づいてサーカディ
アンリズムを評価しようとしている。
【０００４】
　しかしながら、前記従来技術においては、次に述べるような不具合があった。
【０００５】
　すなわち、本発明者は、新生児を被検者とした上で、サーモグラフィ・カメラを利用し
て被検者の身体表面を経時的に撮像し、かつこの撮像によって得られた熱画像を解析した
ところ、運動や食事などの刺激が無いにも拘わらず、約２４時間を周期とするサーカディ
アンリズムよりもかなり短い周期（分単位の周期）で、被検者の身体表面の温度分布（体
温分布）が略規則的に変動する現象を生じていることを、今般新たに発見した。このよう
な現象は、体温の恒常性維持のための熱供給と放熱のバランスにより生じていると考えら
れる。よって、この周期に異常があれば身体中の熱バランスが崩れると推測され、生体組
織の正常な活動に支障をきたす。現象の主たる要因は、身体内における血液量の変動であ
り、生体組織の温度維持や代謝状態を反映しているものと考えられる。このため、前記し
た体温分布の周期的変動は、サーカディアンリズムと同様に、被検者の様々な病態と関連
し、被検者が新生児の場合には、たとえば発達障害と生体リズムとの因果関係の研究など
に有効であると考えられる。
　これに対し、前記した特許文献１に記載された手段においては、前記したような被検者
の体温分布の周期的変動が具体的にどのような状況にあるのかを適切に察知することは困
難である。
【０００６】
　なお、本発明に近似する技術として、特許文献２に記載の装置がある。同文献に記載の
装置では、赤外線サーモグラフィを用いて被検者の体温変動を観察している。ところが、
この装置においては、被検者の特定領域の温度が正常時と比較して所定以上の体温上昇が
あると、リポジストロフィが生じていると判断するように構成されているに過ぎない。し
たがって、特許文献１と同様に、サーカディアンリズムよりも短周期で生じている体温分
布の周期的変動を適切に察知することは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１７－１８１９４号公報
【特許文献２】特表２００３－５１３７３３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記したような事情のもとで考え出されたものであって、サーカディアンリ
ズムよりも短周期で生じている体温分布の周期的変動を適切に察知して評価することがで
き、被検者の病態の診断や病態への対応などに有効に利用し得るデータを得ることが可能
な体温測定解析装置、およびデータ分析方法を提供することを、その課題としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明においては、上述した課題を解決するため、次のような技術的手段を講じている
。
【００１０】
　本発明の第１の側面により提供される体温測定解析装置は、被検者の身体表面を経時的
に撮像可能なサーモグラフィ・カメラと、このサーモグラフィ・カメラを利用した撮像に
より得られた複数の熱画像のデータに基づき、前記被検者のサーカディアンリズムよりも
短周期の現象としての前記被検者の体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応する
データを求める処理を実行するデータ処理手段と、を備えていることを特徴としている。
【００１１】
　このような構成によれば、次のような効果が得られる。
　第１に、被検者のサーカディアンリズムよりも短周期の現象としての被検者の体温分布
の周期的変動がどのような状況にあるのかを的確に察知して評価することが可能となる。
前記した体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータの情報は、被検者の
病態の診断や病態への対応などに有効に利用し得ることが期待できる。具体例を挙げると
、新生児、とくに早産児や病的新生児においては、サーカディアンリズム・パターンの特
徴に加え、または代えて、前記した体温分布の周期的変動の周波数、またはこの周波数の
変化をも考慮した上で、光環境の改善や薬物等による介入方法を検討することが可能とな
り、従来よりも的確な対応措置を取ることが可能となる。また、被検者が成人の場合にお
いても、前記した体温分布の周期的変動の周波数などの情報に基づき、鬱などの精神的疾
病の重篤度や回復度などを判断し得る可能性が高い。このため、精神的疾患などに対する
客観的検査手法として、前記した体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデ
ータは有効である。
　第２に、体温測定は、非接触方式で行なうことができるため、被検者の負担を無くし、
または少なくしつつ、長時間にわたって被検者の体温分布の変動を監視することが可能で
ある。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、前記体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応す
るデータを、視覚的または聴覚的に認識可能とする報知手段を、さらに備えている。
【００１３】
　本発明において、前記データ処理手段は、前記体温分布の周期的変動として、前記各熱
画像の所定範囲のデータのうち、画素最多温度の周期的変動、画素数が所定以上である画
素多数温度の幅の周期的変動、分布重心温度の周期的変動、最高温度領域の位置、サイズ
、もしくは形状の周期的変動、または前記被検者の身体の異なる部分の温度の相対関係の
周期的変動を検出するように構成されている。
【００１４】
　このような構成によれば、前記した複数のパラメータのうちのいずれかの周期的変動に
基づいて、体温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータを適切に、かつ高
精度で求めることが可能である。
【００１５】
　本発明の第２の側面により提供されるデータ分析方法は、サーモグラフィ・カメラを利
用して被検者の身体表面を経時的に撮像することにより得られた複数の熱画像のデータに
基づき、前記被検者のサーカディアンリズムよりも短周期の現象としての前記被検者の体
温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータを求めるためのデータ分析方法
であって、前記各熱画像の所定範囲のデータを、温度と画素数との関係を示すデータにヒ
ストグラム化するステップと、前記ヒストグラム化されたデータを時系列で配列すること
により、画素最多温度の周期的変動、もしくは画素数が所定以上である画素多数温度の幅
の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータを求めるステップと、を有しているこ
とを特徴としている。
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【００１６】
　本発明の第３の側面により提供されるデータ分析方法は、サーモグラフィ・カメラを利
用して被検者の身体表面を経時的に撮像することにより得られた複数の熱画像のデータに
基づき、前記被検者のサーカディアンリズムよりも短周期の現象としての前記被検者の体
温分布の周期的変動の周波数またはこれに対応するデータを求めるためのデータ分析方法
であって、前記各熱画像の所定範囲のデータにおける分布重心温度、または最高温度領域
の位置、サイズ、もしくは形状を特定し、かつその周期的変動の周波数またはこれに対応
するデータを求めるステップを、有していることを特徴としている。
【００１７】
　本発明の第２および第３の側面により提供されるデータ分析方法によれば、サーモグラ
フィ・カメラを利用して得られた所定の複数の熱画像データに基づき、被検者のサーカデ
ィアンリズムよりも短周期の現象としての前記被検者の体温分布の周期的変動の周波数ま
たはこれに対応するデータを、比較的簡易な処理によって適切に求めることができる。
【００１８】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行なう発明の実施の形
態の説明から、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る体温測定解析装置の一例を示す説明図である。
【図２】図１に示す体温測定解析装置において実行される動作処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図３】（ａ）は、被検者を撮像する状態の一例を示す写真であり、（ｂ）は、（ａ）を
撮像して得られる熱画像の一例を示す写真であり、（ｃ）は、（ｂ）の熱画像の色彩と温
度範囲との関係を示す図である。
【図４】図３（ｂ）の熱画像の温度と画素数との関係の一例を示すグラフである。
【図５】図３（ｂ）から抽出した熱画像の温度と画素の出現頻度との関係の一例を示すヒ
ストグラムである。
【図６】図５に示したような複数のヒストグラム（被検者の頭部に相当）を時系列で配列
させたグラフの一例を示す説明図である。
【図７】図５に示したような複数のヒストグラム（被検者の胸部に相当）を時系列で配列
させたグラフの一例を示す説明図である。
【図８】図５に示したような複数のヒストグラム（被検者の胴部（胸部よりも下方領域）
に相当）を時系列で配列させたグラフの一例を示す説明図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、被検者の頭部、胸部、および胴部のそれぞれについての熱画
像における画素最多温度の経時変化の例を示すグラフである。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、図６～図８に示すデータを異なる態様で表示させた例を示
す説明図である。
【図１１】図１に示す体温測定解析装置において実行される動作処理手順の他の例を示す
フローチャートである。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、図１１に示すフローチャートの手順にしたがって作成され
た分布重心温度の経時変化の例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。
【００２１】
　図１に示す体温測定解析装置Ａは、サーモグラフィ・カメラ１と、これに接続された装
置本体部２と、を具備して構成されている。
【００２２】
　サーモグラフィ・カメラ１は、被検者３の身体表面を連続的または所定の時間間隔で断
続的に撮像（赤外線撮像）し、被検者３の体温分布を示す熱画像のデータを順次得ること
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が可能なものである。このサーモグラフィ・カメラ１としては、従来既知のものを用いれ
ばよく、その構成の詳細な説明は省略するが、好ましくは、赤外線受光素子として、被検
者３の身体から放射される赤外線に対する受光感度特性が広いボロメータを用いたものと
される。
【００２３】
　装置本体部２は、サーモグラフィ・カメラ１とインタフェース２０を介して接続された
データ処理部２１（本発明でいうデータ処理手段の一例に相当）、操作部２２、ディスプ
レイ２３、スピーカ２４、およびカレンダ・クロック部２５などを有している。プリンタ
（不図示）は、内蔵され、または外付け接続可能とされている。この装置本体部２は、た
とえばパーソナルコンピュータを利用して構成することが可能である。データ処理部２１
に具備されている記憶部（図示略）には、サーモグラフィ・カメラ１によって撮像された
熱画像のデータが取り込まれて記憶される。また、前記記憶部には、後述するように、熱
画像のデータの分析処理を図るためのプログラムが格納されており、被検者３のサーカデ
ィアンリズムよりも短周期の現象としての被検者３の体温分布の周期的変動の周波数、ま
たはこれに対応するデータ（周期など）を求める処理が実行可能とされている。
【００２４】
　次に、前記した体温測定解析装置Ａの作用の一例について説明する。また、データ処理
部２１によるデータ処理手順の一例について、図２のフローチャートを参照しつつ説明す
る。
【００２５】
　まず、サーモグラフィ・カメラ１を作動させ、被検者３の身体表面を撮像させると、こ
の撮像によって得られた熱画像のデータがデータ処理部２１に所定の時間間隔で順次取り
込まれる（Ｓ１，Ｓ２）。熱画像のデータの取り込み速度は、好ましくは、たとえば１０
ｆｐｓ程度の高速とされる。具体例を挙げると、図３（ａ）に示すように、被検者３はた
とえば新生児とされ、同図（ｂ）に示すような熱画像Ｉａがデータ処理部２１に順次取り
込まれる（他の複数の熱画像Ｉａ’については、その内容を省略している）。同図（ｃ）
は、熱画像Ｉａを構成する各画素の色彩と温度との関係を示している。
【００２６】
　次いで、データ処理部２１においては、サーモグラフィ・カメラ１から取り込んだ各熱
画像Ｉａのデータの中から、被検者３の身体に相当する熱画像のデータを抽出する処理が
実行される（Ｓ３）。この処理は、たとえば図３（ｂ）に示したような熱画像Ｉａのデー
タのうち、最高温度から３℃の温度差の範囲内のデータのみを抽出することにより可能で
ある。たとえば、熱画像Ｉａのうち、最高温度が３８．０℃であれば、３８．０～３５．
０℃の範囲の画素を被検者３の身体に相当する画素とし、かつこれ以外は被検者３の周辺
領域に相当する画素として排除する。このような処理手法によれば、被検者３の身体に相
当する熱画像のデータの抽出を容易かつ迅速行なうことが可能である。
【００２７】
　ただし、被検者３の身体に相当する熱画像のデータ抽出処理手法は、前記したような手
法に限らず、これ以外の様々な手法を用いることが可能である。たとえば、被検者３とそ
の周辺領域との温度差に基づいて被検者３の輪郭線を求め、かつこの輪郭線によって囲ま
れた領域を被検者３の熱画像のデータとして抽出する手法を採用することも可能である。
さらには、熱画像Ｉａのデータを、たとえば図４に示すようにグラフ化して判断すること
も可能である。図４に示すデータＤａは、横軸に温度、縦軸にその温度の画素数を示すも
のである。このデータＤａのうち、高温領域Ｓａは、被検者３についての熱画像領域、低
温領域Ｓｂは、被検者３の周辺領域、これら２つの領域Ｓａ，Ｓｂの中間の領域Ｓｃは、
被検者３の周辺領域であって、被検者３によって暖められている領域と考えられる。した
がって、高温領域Ｓａの熱画像のデータを抽出することにより、これを被検者３のみの熱
画像のデータとすることも可能である。
【００２８】
　その後、データ処理部２１においては、被検者３の身体に相当する熱画像のデータを、
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図５に示すように、ヒストグラム化する（ただし、図４に示したように既にグラフ化して
いる場合は除く）（Ｓ４）。図５に示すヒストグラム化は、基本的には、図４の場合と同
様であり、横軸を温度としているが、縦軸については、その温度の画素数に代えて、その
出現頻度としている。もちろん、縦軸を画素数としてもよい。このようなヒストグラム化
を図るデータ処理は、データ処理部２１に順次取り込まれている複数の熱画像について個
々に実行される。
【００２９】
　前記のようにしてヒストグラム化された複数のデータは、データ処理部２１において、
時系列で順次並べられていき、このデータに基づいて、画素最多温度の周期的変動の周波
数ｆが求められる（Ｓ５）。より具体的には、図６～図８は、図５で示されたようなヒス
トグラム化された複数のデータが、縦軸方向に時系列（５分間隔：食前５０分、食後６０
分）で並べられたものであり、図６は被検者３の頭部、図７は胸部（心電図用の電極取付
け部位よりも上側部分）、図８は胴部（胸部よりも下側部分）の領域のデータである。被
検者３の頭部、胸部、および胴部の相対的な位置関係は不変であるため、被検者３の身体
の全体を一纏めで撮像することによって得られた熱画像のデータを、頭部、胸部、および
胴部のデータにそれぞれ区分けして観察することも可能である。
【００３０】
　被検者３の体温分布がサーカディアンリズムの約２４時間の周期よりも短い周期で変動
していることは、図６～図８に示されたデータからもよく理解される。なお、これらの図
において、符号Ｎａで示す時間帯には、被検者３に食事（ミルク少量）を付与している。
このため、食前と食後とでは、被検者３の体温分布の変動の仕方に差異が生じている。
【００３１】
　図６～図８における折れ線状の各データのうち、山形状の隆起箇所の頂部に対応する温
度が、画素最多温度であり、この画素最多温度の周期的変動を、被検者３の体温分布の周
期的変動として捉えることが可能である。図６～図８における画素最多温度を抽出して表
したものが、図９（ａ）～（ｃ）に示すグラフである。
【００３２】
　本実施形態においては、被検者３の体温分布の周期的変動の周波数として、前記した画
素最多温度の周期的変動の周波数ｆが求められる。この周波数ｆを求めるための手法とし
ては、たとえば周期回帰分析の手法を用いることにより、図９（ａ）～（ｃ）のそれぞれ
に示すデータに極力近い周期関数を求め、かつこの周期関数の周期成分をスペクトル解析
する手法を採用すればよい。
【００３３】
　本実施形態においては、被検者３の頭部、胸部、胴部のそれぞれについて前記した周波
数ｆを求めることが可能であるが、これらのうちのいずれか１つの部位の周波数ｆのみを
採用してもよい。また、これに代えて、前記各箇所の周波数ｆの平均値を採用するような
ことも可能である。胴部には、胃部があるが、この胃部の温度は、食事の影響を受け易く
、大きく変動し易い。したがって、胴部のデータから胃部に相当する領域のデータを事前
に排除しておくといった処理を行なうことも可能である。
【００３４】
　前記した周波数ｆの値は、ディスプレイ２３において画像表示される（Ｓ６）。この場
合、周波数ｆの値は、Ｈｚ単位でなくてもよく、たとえば１分当たり、あるいは１時間当
たりなどに換算した値としてもよい。さらには、周波数ｆを周期の値に変換させて表示さ
せるようにしてもよい。なお、周波数ｆのデータ出力は、スピーカ２４を利用して聴覚的
に行なわせてもよい。ディスプレイ２３やスピーカ２４は、本発明でいう報知手段の一例
に相当する。
【００３５】
　前記したような一連のデータ処理は、たとえば操作部２２においてそのようなデータ処
理を終了する旨の特定の操作がなされない限りは継続して実行される（Ｓ７：ＮＯ，Ｓ２
）。前記特定の操作がなされた場合には、サーモグラフィ・カメラ１をオフとし、前記し
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た一連のデータ処理は終了する（Ｓ７：ＹＥＳ，Ｓ８）。
【００３６】
　前記した動作処理手順によれば、被検者３の体温分布の周期的変動の周波数を察知する
ことができるが、このような体温分布の周期的変動は、既述したように、身体内における
血液量の変動が大きな原因であって、生体組織の温度維持や代謝状態を反映しているもの
と考えられる。このため、食事の付与などがあると、体温分布の周期的変動の周波数が変
化する。また、精神状態の変化（母親に抱かれる、注射をされるなど）があると、毛細管
に状態変化を生じるため、僅かではあるかも知れないが、前記周波数はやはり変化する。
前記した一連のデータ処理をきめ細かに高精度で実行すれば、周波数のわずかな変化（揺
らぎ周波数）をも察知可能であり、被検者３の体調や精神状態などを正確に把握する上で
、より有効なものとなる。
【００３７】
　図１０（ａ）～（ｃ）は、図６～図８に示したデータをこれらの図とは異なる描法で示
したものである。
　図１０（ａ）～（ｃ）においては、横軸が時間であり、縦軸が温度であるが、このグラ
フにおいてプロットされたポイントは、色分けされており、ポイントの色彩が、灰色、紫
色、黄色、白色になるにしたがって画素数が多いことを示している。これらの図によれば
、たとえば白色のポイントで示された画素最多温度の経時的変動が把握し易い。また、こ
れらの図によれば、画素数が所定以上に多い白色および黄色の双方のポイントで示された
画素多数温度の幅（同図における縦幅）も変動していることがよく理解できる。本発明に
おいては、画素多数温度の幅の周期的変動を、被検者３の体温分布の周期的変動として捉
えてもよい。
　本発明においては、図１０（ａ）～（ｃ）に示したようなデータを作成した上で、画素
最多温度の周期的変動の周波数、または画素多数温度の幅の周期的変動の周波数などを求
めるようにしてもよい。
【００３８】
　体温測定解析装置Ａにおいては、図１１のフローチャートに示すような動作処理を実行
させるように構成することも可能である。
【００３９】
　すなわち、図１１におけるステップＳ１～Ｓ８のうち、ステップＳ４’，Ｓ５’以外は
、図２に示した同符号のステップと同様である。ここで、ステップＳ４’においては、サ
ーモグラフィ・カメラ１を用いて撮像された各熱画像のデータから抽出した所定範囲のデ
ータを対象とし、その分布重心温度Ｔｇを算出している。分布重心温度Ｔｇは、次の式１
で求められる。
　Ｔｇ＝（全ての温度幅中心温度×各温度幅の画素の数）／総画素数　…式１
　ここで、全ての温度幅中心温度としたのは、図３（ｃ）から理解されるように、１つの
画素には温度幅があるためであり、たとえば画素が３６．９６６～３６．７６６℃の温度
幅をもつ場合、その温度幅中心温度は、３６．８６６℃とする。
【００４０】
　図１２（ａ）～（ｃ）は、被検者３の頭部、胸部、および胴部についての前記した分布
重心温度Ｔｇの経時的変化の例を示している。これらの図に示されたデータの波形は、図
９に示した波形とよく似ていることが理解できる。したがって、図１２（ａ）～（ｃ）に
示すデータに、周期回帰分析手法を用いるなどして、分布重心温度Ｔｇの周期的変動の周
波数を求め、この周波数を被検者３の体温分布の周期的変動の周波数とすることもできる
（Ｓ５’）。
【００４１】
　本発明は、上述した実施形態の内容に限定されない。本発明に係る体温測定解析装置の
各部の具体的な構成は、本発明の意図する範囲内において種々に設計変更可能である。本
発明に係るデータ分析方法における各ステップの具体的な構成も、本発明の意図する範囲
内において種々に変更可能である。
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【００４２】
　本発明においては、被検者の体温分布の周期的変動としては、上述した画素最多温度、
画素多数温度、および分布重心温度の周期的変動以外として、たとえば熱画像の所定範囲
のデータのうち、最高温度領域の位置、サイズ、もしくは形状の周期的変動、または被検
者３の身体のうち、異なる２箇所の部分の温度の相対関係の周期的変動などを検出するよ
うにしてもよい。また、これら以外の要素の周期的変動を検出し、これに基づいて被検者
の体温分布の周期的変動の周波数などの値を求めるようにしてもよい。
【００４３】
　サーモグラフィ・カメラによる被検者の撮像対象部位は、頭部、胸部、胴部の全体を含
まなくてもよい。たとえば、それら複数の部分のうち、いずれか１つの部位のみとするこ
とができる。また、これとは逆に、被検者の略全身を撮像対象部位とすることもできる。
　サーモグラフィ・カメラは、被検者の身体表面の熱画像のデータを取得できる撮像機能
を備えていればよく、その具体的な種類や構成も限定されない。被検者が新生児に限らな
いことは言う迄もない。
【符号の説明】
【００４４】
Ａ　体温測定解析装置
１　サーモグラフィ・カメラ
２　装置本体部
２０　インターフェース
２１　データ処理部（データ処理手段）
２２　操作部
２３　ディスプレイ（報知手段）
２４　スピーカ（報知手段）
２５　カレンダ・クロック部
３　被検者
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